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各小・中学校長 殿

綾町教育委員会教育長

新型コロナウイルス感染症対策のための小学校、中学校における今後の対応
について（通知）

このことについて、５月１４日付県教育庁義務教育課長からの通知に基づき、綾町教育
委員会として、下記のとおり対応することとしましたのでお知らせします。
ついては、引き続き国から示された「３つの条件」が同時に重なることを回避すること

とに加え「宮崎県立学校における新しい生活様式」（別紙①）に準じた実践に取り組むこと
で、感染拡大防止対策等に努めるとともに、各学校の保護者へ下記の「１ 臨時休業と今
後の対応について」の周知をお願いします。

記

１ 臨時休業と今後の対応について

○ 綾町の小・中学校の臨時休業は、これまで周知していたとおり５月２４
日（日）までとする。
なお、各学校において「宮崎県立学校における新しい生活様式」に準じ

た実践に取り組むとともに、５月１９日（火）より全学年を対象とした連
続した登校日における通常の校時程での学習活動の設定、部活動の一部再
開を認める。
・ 小学校、中学校ともに５月１８日（月）はこれまでどおり午前中のみ
の学習活動後下校（給食あり）。

○ ５月１９日（火）から５月２４日（日）は、中学校の部活動は感染拡大
防止策を取った上で、登校日（１９日から２２日）に限り、活動を認める
こととする。活動内容及び活動時間は校長が別途定める。
なお、県立学校の「運動部活動再開の留意事項について」（別紙②）及び

「文化部活動再開の留意事項について」（別紙③）を必ず熟読したうえで、
部活動担当者立ち会いのもとに活動を行うことを必須条件とする。

○ ５月２５日（月）以降の対応については、５月２２日（金）に改めて連
絡を行う。

○ 本県及び本町内での感染者の状況に鑑み、分散登校等は実施しない。
○ 各家庭において毎朝の検温及び風邪症状の確認を確実に行ってもらい、
発熱等の風邪の症状がみられる児童生徒等については、自宅で休養させる
ことを徹底させること。

※ ただし、今後の感染状況等の変化により変更になる可能性もあるため、
変更になった時点で保護者へは、学校からメール、電話、ホームページ
で連絡を行う。

２ その他
（１）感染症予防対策について

○ 健康観察（家庭での検温・観察等を含む）、マスク着用、手指消毒（手洗い・うが
い）、教室等の換気等については、児童生徒・保護者・職員に指導徹底をすること。

○ その他、文部科学省からの「新型コロナウイルス感染症対策としての学校の臨時
休業に係る学校運営上の工夫について（通知）」及び「学校再開ガイドライン」にそ
って、対応すること。

○ 各学校において今後必要となる授業時数や活動内容を精査し、５月２２日（金）
までに報告できるようにしておくこと。
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